
別添資料６  死亡個票抽出対象項⽬（平成２７〜３０年）

６−１．死亡個票抽出項⽬（平成２７年〜２９年）
※ 網掛け項⽬が抽出対象とした項⽬である。

50



 

 
 

51



 

 
  

52



 
 
 

53



６−２．死亡個票抽出項⽬（平成３０年） 
 

※ 網掛け項⽬が抽出対象とした項⽬である。 
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